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催物の開催制限に係る留意事項について（通知） 

 

このことについて、別添のとおり令和３年９月１日付けで内閣官房新型コロナウイルス

感染症対策室長から事務連絡が発出されました。 

 つきましては、関係施設管理者及び関係団体への周知並びに適切な感染拡大防止措置に、

引き続き取り組んでいただきますようお願いします。 

 また、感染防止策が徹底されない、感染拡大のおそれがある催物については、可能な限り

早急に、本県関係課室へ情報提供いただきますようお願いします。 
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